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１ 在籍型出向とは

○在籍型出向とは、出向元企業と出向先企業との間の出向契約によって、労働

者が出向元企業と出向先企業の双方から雇用され、一定期間継続して勤務す

ることをいいます。

在籍型出向

出向元 出向先

労働者

雇用関係 雇用関係
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出向契約



○在籍型出向を対象とする新たな助成制度（産業雇用安定助成金）を創設するとと
もに、産業雇用安定センターによるマッチング体制を強化するなど、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により一時的に雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守
るため、人手不足が生じている企業との間で在籍型出向により雇用を維持する取
組みを支援する。

＜対策のポイント＞

１．協議会の設置・運営等による在籍型出向
の情報連携や理解促進

２．ポータルサイトや労使団体・業界団体等が
保有する出向に関する情報と産業雇用安定セ
ンターが連携したマッチング支援体制の強化

３．在籍型出向を支援するため、出向元・出向
先双方に対する助成金の創設による企業への
インセンティブの付与

２ 在籍型出向の活用による雇用維持への支援

経済団体

労働組合

金融機関

神奈川県
市区町村

神奈川労働局

経済産業局等

送出企業 受入企業

産業雇用安定センター
（マッチング支援）

地域で連携して
出向マッチングを支援

労使団体や業界団体を通じた仕組みの周知や、
特に「受入企業」情報の収集・開拓が必要

協議会設置
・出向情報やノウハウ共有
・送出企業や受入企業開拓

産業雇用安定助成金
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３ 在籍型出向支援専用ページの開設

在籍型出向支援策をとりまとめた専用ページを厚生労働省ホームページ

に開設。在籍型出向の基本から、産業雇用安定助成金、産業雇用安定セ

ンターのマッチング支援など在籍型出向の支援制度、全国社会保険労務

士会連合会の協力を得て作成した在籍型出向や助成金に関するYouTube

動画、各地域で独自に実施している出向の送り出し希望企業や受け入れ

希望企業の募集に関するサイト案内などを掲載。
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（厚生労働省ホームページ）


